
  

申出書（例） 

年 月 日 

           殿 

                                    印           

 

食品表示法第１２条第１項（又は第２項）の規定に基づき、下記のとおり、申し出ま

す。 

                 記 

一 申出人の氏名又は名称及び住所 

氏名又は名称 

 

住所 

二 申出に係る食品の種類（又は酒類の品目） 

 

 

三 申出の理由 

 

 

四 申出に係る食品（又は酒類）に係る食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所 

氏名又は名称 

 

住所 

五  申出に係る食品（又は酒類）の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称  

氏名又は名称 

 

住所 

                                 以上 

 食品表示法（平成 25 年法律第 70 号）（抜粋） 

（内閣総理大臣等に対する申出） 

第十二条  何人も、販売の用に供する食品（酒類を除く。以下この項において同じ。）に関する表示が適正でないため一般消費者の利 

益が害されていると認めるときは、内閣府令・農林水産省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣又は農林水産大臣（当該食品

に関する表示が適正でないことが第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項又は遵守事項のみに係るものである場合

にあっては、内閣総理大臣）に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。  

２  何人も、販売の用に供する酒類に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・財務 

省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣又は財務大臣（当該酒類に関する表示が適正でないことが第六条第三項の内閣府

令・財務省令で定める表示事項又は遵守事項のみに係るものである場合にあっては、内閣総理大臣）に申し出て適切な措置をとるべ

きことを求めることができる。  

３  内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、前二項の規定による申出があった場合には、必要な調査を行い、その申出の内容が 

事実であると認めるときは、第四条又は第六条の規定による措置その他の適切な措置をとらなければならない。 


